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第461号　令和５年12月８日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報

様式第 1 号（第 5 条第 1 項関係） 

年   月   日 

 

 宮城県知事    殿 

 

食品衛生管理者設置（変更）届 

 

 下記のとおり、食品衛生管理者を設置（変更）したので、食品衛生法第 48 条第 8 項の規定により

届け出ます。 

 

届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

届出者住所 ※ 法人にあっては、所在地 

 
（ふりがな） 

届出者氏名 ※ 法人にあっては、その名称及び代表者氏名 

年  月  日生  

施
設
情
報 

施設の所在地 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

令第 13 条に規定する食品又は

添加物の別 

① 全粉乳（容量が 1,400 グラム以下である缶に収められたもの） ② 加糖粉乳 ③ 調製粉乳   

④ 食肉製品  ⑤ 魚肉ハム  ⑥ 魚肉ソーセージ  ⑦ 放射線照射食品 

⑧ 食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）  ⑨ マーガリン 

⑩ ショートニング  ⑪ 添加物（法第 13 条第 1 項の規定により規格が定められたもの） 

食
品
衛
生
管
理
者
情
報 

氏 名 
（ふりがな） 

年   月   日生 

住 所  

職 名  

職 種  

職務内容  

設置（変更）年月日 年    月    日 

備
考  

添付書類 
□ 履歴書  □ 資格等を証する書面 

□ 営業者に対する関係を証する書面 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名 
 

 

 

許可番号  

※ 管理者記載欄 

様式第 １号（第５条第１項関係）



（3）　令和５年12月８日　金曜日 第461号宮　　城　　県　　公　　報

様式第 2 号（第 6 条第 1 項関係） 【表面：許可・届出共通】 
 
 
  
 
 
 

 
 

年  月  日 

 宮城県知事    殿 
 

営業許可申請書・営業届（ 新規 ・ 更新 ） 
  

食品衛生法（第 55 条第 1 項・第 57 条第 1 項）の規定に基づき、次のとおり関係書類を提出します。 
 
※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 
  申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ チェック欄 □ ） 
 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※ 法人にあっては、所在地 

 

（ふりがな） （生年月日） 
申請者・届出者氏名 ※ 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

年   月   日生 
 

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

 

（ふりがな） 資格の種類 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 
※ 合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造す

る営業者を除く。 
受講した講習会 

都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。） 

 講習会名称           年  月  日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 
自由記載 

 

 

自動販売機の型番 業態 

  

HACCP の取組 

※ 引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は、

新規の場合を含む。 

□ HACCP に基づく衛生管理 

□ HACCP の考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応

じ
た
情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設（※ この申請等の情報は、県の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。） □ 

営
業
届
出 

営業の形態 備考 

1   

2   

3   

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名  

  

許可番号  

固定・自販機・自動車・仮設・臨時・届出 

消印番号  
手数料確認  

※ 管理者記載欄 
収入証紙貼用欄 

様式第 ２号（第６条第１項関係）【表面：許可・届出共通】



第461号　令和５年12月８日　金曜日 （4）宮　　城　　県　　公　　報
【裏面：許可のみ】 

 

 

 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第 55 条第 2 項関係 

1 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して 2 年を経過していないこと。 
□ 

2 
食品衛生法第 59 条から第 61 条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2 年を経過してい

ないこと。 
□ 

3 法人であって、その業務を行う役員のうちに (1) (2) のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

令第 13 条に規定する

食品又は添加物の別 

□ ①全粉乳（容量が 1,400 グラム以下である缶に収められたもの）  □ ②加糖粉乳   

□ ③調製粉乳  □ ④食肉製品  □ ⑤魚肉ハム  □ ⑥魚肉ソーセージ  □ ⑦放射線照射食品 

□ ⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）  □ ⑨マーガリン   

□ ⑩ショートニング  □ ⑪添加物（法第 13 条第 1 項の規定により規格が定められたもの） 

（ふりがな） 資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称      年  月  日 

  

使用水の種類 自動車登録番号 ※ 自動車による営業の場合 

①水道水（ □ 水道水  □ 専用水道  □ 簡易専用水道 ）  

② □ ①以外の飲用に適する水 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

ふぐの処理を行う施設 □ 

（ふりがな） 

認定番号 

及び認定年月日 

第     号 

年   月   日 

ふぐ処理者氏名 ※ ふぐを処理する営業の場合 

 

 

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面 □  

□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 □  

□ □  

□  □  

営
業
許
可
業
種 

許可の番号及び許可年月日 営業の種類 備考 

1 
年   月   日 

  

2 
年   月   日 

  

3 
年   月   日 

  

4 
年   月   日 

  

備
考  

 

【裏面：許可のみ】



（5）　令和５年12月８日　金曜日 第461号宮　　城　　県　　公　　報

様式第 3 号（第 6 条第 2 項関係） 【表面：許可・届出共通】 

 ※ 太枠内については変更がある項目のみ記載してください。 

 ※ 変更がある項目名を○で囲んでください。 

 年  月  日 
 

 宮城県知事    殿 
 

営業許可申請書・営業届（変更） 
  

食品衛生法施行規則第 71 条の規定に基づき、次のとおり関係書類を提出します。 
 
※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 
  申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ チェック欄 □ ） 
 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※ 法人にあっては、所在地 

 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※ 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

年   月   日生  

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

 

（ふりがな） 資格の種類 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 
※ 合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造

する営業者を除く。 
受講した講習会 

都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。） 

 講習会名称           年  月  日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 
自由記載 

 

 

自動販売機の型番 業態 

  

HACCP の取組 

※ 引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は、

新規の場合を含む。 

□ HACCP に基づく衛生管理 

□ HACCP の考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応

じ
た
情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設（※ この申請等の情報は、県の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。） □ 

営
業
届
出 

営業の形態 備考 

1   

2   

3   

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名  

  

  

許可番号  

固定・自販機・自動車・仮設・臨時・届出 

※ 管理者記載欄 

様式第 ３号（第６条第２項関係）【表面：許可・届出共通】



第461号　令和５年12月８日　金曜日 （6）宮　　城　　県　　公　　報

【裏面：許可のみ】  

 ※ 太枠内については変更がある項目のみ記載してください。 

 ※ 変更がある項目名を○で囲んでください。 

 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第 55 条第 2 項関係 

1 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった

日から起算して 2 年を経過していないこと。 
□ 

2 
食品衛生法第 59 条から第 61 条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2 年を経過してい

ないこと。 
□ 

3 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

令第 13 条に規定する

食品又は添加物の別 

□ ①全粉乳（容量が 1,400 グラム以下である缶に収められたもの）  □ ②加糖粉乳   

□ ③調製粉乳  □ ④食肉製品  □ ⑤魚肉ハム  □ ⑥魚肉ソーセージ  □ ⑦放射線照射食品 

□ ⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）  □ ⑨マーガリン   

□ ⑩ショートニング  □ ⑪添加物（法第 13 条第 1 項の規定により規格が定められたもの） 

（ふりがな） 資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称      年  月  日 

  

使用水の種類 自動車登録番号 ※ 自動車による営業の場合 

①水道水（ □ 水道水  □ 専用水道  □ 簡易専用水道 ）  

② □ ①以外の飲用に適する水 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

ふぐの処理を行う施設 □ 

（ふりがな） 

認定番号 

及び認定年月日 

第     号 

年   月   日 

ふぐ処理者氏名 ※ ふぐを処理する営業の場合 

 

 

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面（事業譲渡の場合は省略可） □  

□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 □  

□ □  

□  □  

営
業
許
可
業
種 

許可の番号及び許可年月日 営業の種類 備考 

1 
年   月   日 

  

2 
年   月   日 

  

3 
年   月   日 

  

4 
年   月   日 

  

備
考  

 

【裏面：許可のみ】



（7）　令和５年12月８日　金曜日 第461号宮　　城　　県　　公　　報

様式第 4 号（第 6 条第 3 項関係） 【表面：許可・届出共通】 

 ※ 太枠内は、必ず記載してください。 

   
年  月  日 

 宮城県知事    殿 
 

営業許可申請書・営業届（廃業） 
  

食品衛生法施行規則第 71 条の 2 の規定に基づき、次のとおり関係書類を提出します。 
 
※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 
  申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ チェック欄 □ ） 
 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※ 法人にあっては、所在地 

 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※ 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

年   月   日生  

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

 

（ふりがな） 資格の種類 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 
※ 合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造

する営業者を除く。 
受講した講習会 

都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。） 

 講習会名称           年  月  日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 
自由記載 

 

 

自動販売機の型番 業態 

  

HACCP の取組 

※ 引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は、

新規の場合を含む。 

□ HACCP に基づく衛生管理 

□ HACCP の考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応

じ
た
情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設（※ この申請等の情報は、県の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。） □ 

営
業
届
出 

営業の形態 備考 

1   

2   

3   

廃業年月日      年    月    日 

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名  

  

  

許可番号  

固定・自販機・自動車・仮設・臨時・届出 

※ 管理者記載欄 

様式第 ４号（第６条第３項関係）【表面：許可・届出共通】
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【裏面：許可のみ】  

 ※ 太枠内は、必ず記載してください。 

 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第 55 条第 2 項関係 

1 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日

から起算して 2 年を経過していないこと。 
□ 

2 
食品衛生法第 59 条から第 61 条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2 年を経過してい

ないこと。 
□ 

3 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

令第 13 条に規定する

食品又は添加物の別 

□ ①全粉乳（容量が 1,400 グラム以下である缶に収められたもの）  □ ②加糖粉乳   

□ ③調製粉乳  □ ④食肉製品  □ ⑤魚肉ハム  □ ⑥魚肉ソーセージ  □ ⑦放射線照射食品 

□ ⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）  □ ⑨マーガリン   

□ ⑩ショートニング  □ ⑪添加物（法第 13 条第 1 項の規定により規格が定められたもの） 

（ふりがな） 資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称      年  月  日 

  

使用水の種類 自動車登録番号 ※ 自動車による営業の場合 

①水道水（ □ 水道水  □ 専用水道  □ 簡易専用水道 ）  

② □ ①以外の飲用に適する水 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

ふぐの処理を行う施設 □ 

（ふりがな） 

認定番号 

及び認定年月日 

第     号 

年   月   日 

ふぐ処理者氏名 ※ ふぐを処理する営業の場合 

 

 

添
付
書
類 

□営業許可証 □  

□  □  

□ □ 

□  □  

営
業
許
可
業
種 

許可の番号及び許可年月日 営業の種類 備考 

1 
年   月   日 

  

2 
年   月   日 

  

3 
年   月   日 

  

4 
年   月   日 

  

備
考  

 

【裏面：許可のみ】
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様式第 5 号（第 7 条第 1 項関係） 
 
 
  

  
年  月  日 

 宮城県知事    殿 

地位承継届 
  

 下記のとおり、許可営業者の地位を承継（譲渡・相続・合併・分割）したので、食品衛生法（第 56 条第 2 項・第 57 条

第 2 項）の規定に基づき届け出ます。 
※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 
  申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ チェック欄 □ ） 
※ 承継する施設が輸出食品取扱施設の場合、申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。 

地
位
を
承
継
す
る
者
の
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

届出者住所 ※ 法人にあっては、所在地 

 

（ふりがな） （生年月日）      年   月   日生 

届出者氏名 ※ 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 被相続人との続柄 

  

譲
渡
し
た
者 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

譲渡した者の氏名（法人にあっては

その名称及び代表者の氏名） 

（ふりがな） 

 

譲渡した者の住所（法人にあっては

その所在地） 
 

譲渡年月日     年   月   日 

添付書類 

□譲渡が行われたことを証する書類 

（・譲渡契約書等の写し等、当事者による譲渡の意思と譲渡の事実が最低限確認できるもの。 

 ・法人成りの場合は、当該個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書等の写し等。） 

被
相
続
人 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 

被相続人の氏名 
（ふりがな） 

 

被相続人の住所  

相続開始年月日     年   月   日 

添付書類  □ 戸籍謄本 又は □ 法定相続情報一覧図の写し    □ 同意書（相続人が二人以上いる場合） 

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

合併により消滅した法人の名称及び 

代表者氏名 

（ふりがな） 

 

合併により消滅した法人の所在地  

合併年月日     年   月   日 

添付書類 □ 登記事項証明書（合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書） 

許可番号  

固定・自販機・自動車・仮設・臨時・届出 

※ 管理者記載欄 

様式第 ５号（第７条第１項関係）
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分
割
前
の
法
人 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

分割前の法人の名称及び 

代表者氏名 

（ふりがな） 

 

分割前の法人の所在地  

分割年月日     年   月   日 

添付書類 □ 登記事項証明書（分割により営業を承継した法人の登記事項証明書） 

 

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地（自動車において調理する営業の場合は、当該自動車の自動車登録番号） 

 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

 

許可の番号及び許可年月日（許可営業の場合のみ） 営業の種類 備考 

番号    年   月   日   

番号    年   月   日   

番号    年   月   日   

番号    年   月   日   

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地（自動車において調理する営業の場合は、当該自動車の自動車登録番号） 

 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

 

許可の番号及び許可年月日（許可営業の場合のみ） 営業の種類 備考 

番号    年   月   日   

番号    年   月   日   

番号    年   月   日   

番号    年   月   日   

番号    年   月   日   

備
考 
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様
式
第
六
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
、「許

可
番
号
及
び

」
を
「許

可
の
番
号
及
び

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
、「許

可
番
号
及
び

」
を
「許

可
の
番
号
及
び

」

に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第 9 号（第 10 条関係） 【表面：許可・届出共通】 

 ※ 太枠内は、必ず記載してください。 

   
年  月  日 

 宮城県知事    殿 
 

営業許可申請書・営業届（休業・再開） 
  

食品衛生法施行条例第 8 条の規定に基づき、次のとおり関係書類を提出します。 
 
※ 以下の情報は「官民データ活用推進基本法」の目的に沿って、原則オープンデータとして公開します。 
  申請者又は届出者の氏名等のオープンデータに不都合がある場合は、次の欄にチェックしてください。（ チェック欄 □ ） 
 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 法人番号： 

申請者・届出者住所 ※ 法人にあっては、所在地 

 

（ふりがな） （生年月日） 

申請者・届出者氏名 ※ 法人にあっては、その名称及び代表者の氏名 

年   月   日生  

営
業
施
設
情
報 

郵便番号： 電話番号： FAX 番号： 

電子メールアドレス： 

施設の所在地 

 

（ふりがな） 

施設の名称、屋号又は商号 

 

（ふりがな） 資格の種類 食管・食監・調・製・栄・船舶・と畜・食鳥 

食品衛生責任者の氏名 
※ 合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造

する営業者を除く。 
受講した講習会 

都道府県知事等の講習会（適正と認める場合を含む。） 

 講習会名称           年  月  日 

主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装 
自由記載 

 

 

自動販売機の型番 業態 

  

HACCP の取組 

※ 引き続き営業許可を受けようとする場合に限る。ただし、複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業の場合は、

新規の場合を含む。 

□ HACCP に基づく衛生管理 

□ HACCP の考え方を取り入れた衛生管理 

業
種
に
応

じ
た
情
報 

指定成分等含有食品を取り扱う施設 □ 

輸出食品取扱施設（※ この申請等の情報は、国の事務に必要な限度において、輸出時の要件確認等のために使用します。） □ 

営
業
届
出 

営業の形態 備考 

1   

2   

3   

休業・再開 年月日       年    月    日 
休業期間          年    月    日から 

年    月    日まで 

担
当
者 

（ふりがな） 電話番号 

担当者氏名  

  

 

許可番号  

固定・自販機・自動車・仮設・臨時・届出 

※ 管理者記載欄 

様式第 ９号（第10条関係）【表面：許可・届出共通】
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【裏面：許可のみ】  

 ※ 太枠内は、必ず記載してください。 

 

申
請
者
・
届
出
者
情
報 

法第 55 条第 2 項関係 

1 
食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日

から起算して 2 年を経過していないこと。 
□ 

2 
食品衛生法第 59 条から第 61 条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して 2 年を経過してい

ないこと。 
□ 

3 法人であって、その業務を行う役員のうちに(1)(2)のいずれかに該当する者があるもの。 □ 

営
業
施
設
情
報 

令第 13 条に規定する

食品又は添加物の別 

□ ①全粉乳（容量が 1,400 グラム以下である缶に収められたもの）  □ ②加糖粉乳   

□ ③調製粉乳  □ ④食肉製品  □ ⑤魚肉ハム  □ ⑥魚肉ソーセージ  □ ⑦放射線照射食品 

□ ⑧食用油脂（脱色又は脱臭の過程を経て製造されるもの）  □ ⑨マーガリン   

□ ⑩ショートニング  □ ⑪添加物（法第 13 条第 1 項の規定により規格が定められたもの） 

（ふりがな） 資格の種類  

食品衛生管理者の氏名 ※「食品衛生管理者選任（変更）届」も別途必要 
受講した講習会 

講習会名称      年  月  日 

  

使用水の種類 自動車登録番号 ※ 自動車において調理又は販売する営業の場合 

①水道水（ □ 水道水  □ 専用水道  □ 簡易専用水道 ）  

② □ ①以外の飲用に適する水 

業
種
に
応
じ
た
情
報 

飲食店のうち簡易飲食店営業の施設 □ 生食用食肉の加工又は調理を行う施設 □ 

ふぐの処理を行う施設 □ 

（ふりがな） 

認定番号 

及び認定年月日 

第     号 

年   月   日 

ふぐ処理者氏名 ※ ふぐを処理する営業の場合 

添
付
書
類 

□ 施設の構造及び設備を示す図面（事業譲渡の場合は省略可） □  

□ （飲用に適する水使用の場合）水質検査の結果 □  

□ □  

□  □  

営
業
許
可
業
種 

許可の番号及び許可年月日 営業の種類 備考 

1 
 

年   月   日 

  

2 
 

年   月   日 

  

3 
 

年   月   日 

  

4 
 

年   月   日 

  

備
考  

 

【裏面：許可のみ】
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様
式
第
十
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

訓

令

甲

　

食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。　

　
　

令
和
五
年
十
二
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号

　
　
　
食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
二
項
中
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ
た
」
に
、「
も
つ
て
」
を
「
も
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
二
項
第
二
号
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
、

「
な
か
つ
た
」
を
「
な
か
っ
た
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
六
十
八
条
」
を
「
第
六
十
七
条
の
二
」
に
改
め
、「
ま

で
」
の
下
に
「
、
第
七
十
条
の
二
第
二
項
」
を
加
え
、「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
至
つ
た
」
を
「
至
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
営
業
の
停
止
処
分
の
期
間
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
を
考
慮
し
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

原
因
の
究
明
及
び
除
去
に
要
す
る
期
間

　

二　

施
設
の
消
毒
、
整
備
及
び
改
善
に
要
す
る
期
間

　

三　

従
業
員
等
へ
の
衛
生
教
育
に
要
す
る
期
間

　

四　

違
反
食
品
等
の
回
収
に
要
す
る
期
間

　

五　

そ
の
他
必
要
な
措
置
に
要
す
る
期
間

　

第
九
条
第
一
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
、「
あ

つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
当
た
つ
て
」
を
「
当
た
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
あ
つ
た
」
を
「
あ
っ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
行
つ
た
」
を
「
行
っ
た
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
中
「
ブ
ロ
ツ
ク
」
を
「
ブ
ロ
ッ
ク
」
に
、「
あ
つ
て
」
を
「
あ
っ
て
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「ブ

ロ
ツ
ク

」
を
「ブ

ロ
ッ
ク

」
に
、「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
号
中
「あ
つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
、「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、「知

つ
た

」

を
「知

っ
た

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
号
中
「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、「，

」
を
「、

」
に
、「知

つ
た

」
を
「知

っ
た

」
に
、「あ

つ
て

」

を
「あ
っ
て

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
四
号
中
「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
て

」
を
「あ

っ
て

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、「知

つ
た

」
を
「知

っ
た

」
に
、「あ

つ
て

」

を
「あ

っ
て

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、「知

つ
た

」
を
「知

っ
た

」
に
、「あ

つ
て

」

を
「あ

っ
て

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
十
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、「知

つ
た

」
を
「知

っ
た

」
に
、「あ

つ
て

」

を
「あ

っ
て

」
に
、「行
つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
二
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、「知

つ
た

」
を
「知

っ
た

」
に
、「あ

つ
て

」

を
「あ
っ
て

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
三
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、「知

つ
た

」
を
「知

っ
た

」
に
、「あ

つ
て

」

を
「あ

っ
て

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「，

」
を
「、

」
に
、「あ

つ
た

」
を
「あ

っ
た

」
に
、「知

つ
た

」
を
「知

っ
た

」
に
、「あ

つ
て

」

を
「あ

っ
て

」
に
、「行

つ
た

」
を
「行

っ
た

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中
「，

」
を
「、

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
十
二
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

　

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

等
の
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
指
導
要
綱（
平
成
十
年
宮
城
県
告
示
第
七
百
三
十
七
号
。
以
下「
要
綱
」と
い
う
。）

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
し
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
当
該
施
設
の
設
置
に
関
し
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
要
綱
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

申
請
者
の
名
称
、
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

　

１　

名
称　

東
日
本
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

　

２　

所
在
地　

宮
城
県
栗
原
市
鶯
沢
南
郷
南
沢
八
十
二
番
地
の
二

　

３　

代
表
者
の
氏
名　

代
表
取
締
役　

粟
屋　

都
雄

様
式
第
９
号
（
第
10条
関
係
）

�
宮
城
県
（
　
　
）
達
第
　
　
号
　
　
　

�
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年

法
律
第
233号

）
第
　
　
条
（
　
　
）
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り

　
　
　
　
　
　
　
　
営
業
（
又
は
　
　
　
　
営
業
の
一
部
）
の
停
止
を
命
じ
ま
す
。

　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

�
宮
城
県
　
　
　
　
保
健
所
長
　
　
　
　
　
　
 　
　
印
　
　
　

記

１
　
営
業
所
所
在
地

２
　
屋
　
　
　
　
号

３
　
営
業
許
可
（
届
出
）
の
番
号
及
び
年
月
日

　
　
　
　
第
　
　
　
　
　
号

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

４
　
営
業
停
止
（
又
は
一
部
停
止
）
の
期
間

５
　
営
業
停
止
（
又
は
一
部
停
止
）
の
理
由

６
　
そ
の
他
（
一
部
停
止
の
場
合
は
、
そ
の
範
囲
）

（
教
示
）

　
１
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
か
月
以
内
に
、
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
、
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表

す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。）、
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
処
分
又
は
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
処
分
又

は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。
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二　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

　
　

宮
城
県
栗
原
市
鶯
沢
南
郷
南
沢
八
十
二
番
地
の
二

三　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

　

�　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
の
破
砕
施
設
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第

三
百
号
）
第
七
条
第
七
号
）

四　

産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理
す
る
産
業
廃
棄
物
の
種
類

　
　

廃
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類

五　

申
請
年
月
日

　
　

令
和
五
年
十
月
十
八
日

六　

縦
覧
場
所
等

　

１　

縦
覧
場
所　

北
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
大
崎
保
健
所
）

　

２�　

縦
覧
期
間　

令
和
五
年
十
二
月
八
日
か
ら
令
和
六
年
一
月
九
日
ま
で
（
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五

分
ま
で
）

七　

意
見
書
の
提
出
期
限
等

　

１　

提
出
期
限　

令
和
六
年
一
月
二
十
三
日

　

２　

提
出
場
所　

北
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
大
崎
保
健
所
）

　

３�　

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項　

生
活
環
境
保
全
上
の
見
地
か
ら
の
意
見
、
提
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に

あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
並
び
に
対
象
施
設
の
名
称
（
日
本
語
に
よ

り
記
載
す
る
こ
と
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

大
崎
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈡�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈢　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
並
び
に
大
崎
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
七
百
五
十
六
号

　

次
の
建
設
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
営
業
所
の
所
在
地
を
確
知
で
き
な
い
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　

こ
の
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
申
出
が
な
い
と
き
は
、
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

商
号
又
は
名
称
等

商
号
又
は
名
称
及
び
代
表
者

の
氏
名

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

建
設
業
許
可
番
号

（
宮
城
県
知
事
許
可
）

株
式
会
社
日
創

佐
藤　

象
二
郎

仙
台
市
泉
区
住
吉
台
東
五
丁
目
八
番
地
三

般－

三

第
二
万
二
千
六
百
五
十
四
号

株
式
会
社
小
林
組

小
林　

竜
二

仙
台
市
宮
城
野
区
栄
一
丁
目
一－

二
十
三

般－

三

第
二
万
二
千
五
百
四
十
四
号

株
式
会
社
Ｔ
Ｆ

西
川　

雄
貴

仙
台
市
宮
城
野
区
岡
田
字
浜
通
五
十
三－

一

般－

三

第
二
万
二
千
七
百
七
十
三
号

二　

申
出
先

　
　

宮
城
県
土
木
部
事
業
管
理
課
建
設
業
振
興
・
指
導
班

　
　

所
在
地　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

電　

話　

〇
二
二－

二
一
一－

三
一
一
六
（
直
通
）

公

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
八
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
数
量　

什
器
等
（
船
形
の
郷
）　

一
式

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
限　

令
和
六
年
三
月
二
十
二
日
（
金
）

　

４�　

納
入
場
所　

宮
城
県
船
形
の
郷　

事
務
管
理
棟
、
は
ち
く
ら
園
（
宮
城
県
黒
川
郡
大
和
町
吉
田
字
上
童
子
沢
二

十
一
）

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

　

１�　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

　

２�　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

　

３�　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
よ

る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て

を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

　

４�　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

５�　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

　

６�　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

　

７�　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　

�　

な
お
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
使
用
人
が
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
業
務
と
し
て
行
っ
た
行

為
は
、
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
行
為
と
み
な
す
。

　
　

㈠�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈡�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下
「
暴

力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関
わ
り

を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係
者
」

と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈢�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈣�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　
　

㈤�　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８�　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇

二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
（
木
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
提
出
場
所
等

　

１　

電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
の
利
用

　
　

㈠�　

本
調
達
案
件
は
、
電
子
入
札
（
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ

れ
る
も
の
を
い
う
。）
の
送
受
信
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け
る
相
手
方
決
定
の
手
続

き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
及
び
紙
入
札
（
書
面
に
よ
り
執
行
す
る
競
争
入
札
又
は
随
意
契
約
に
お
け

る
相
手
方
決
定
の
手
続
き
の
総
称
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
を
併
用
し
て
入
札
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　

㈡�　

本
調
達
案
件
に
参
加
す
る
者
の
う
ち
、
紙
入
札
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

あ
ら
か
じ
め
紙
入
札
参
加
承
認
願
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



第461号　令和５年12月８日　金曜日 （18）宮　　城　　県　　公　　報
　

２�　

書
面
に
よ
る
入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び

に
問
い
合
わ
せ
先

　
　
　

〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

宮
城
県
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
出
納
局
契
約
課
物
品
班
（
担
当　

山
本　

彩
乃　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
三
）

　

３�　

郵
送
に
よ
る
入
札
説
明
書
の
交
付
期
限　

郵
送
に
よ
り
書
面
で
の
入
札
説
明
書
の
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
（
木
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　
　

㈠�　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

シ
ス
テ
ム
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者

は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
五
年
十
二
月
二
十
一
日
（
木
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
五
年
十

二
月
二
十
七
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
、
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
提
出
し
、
参
加
資

格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈡�　

書
面
に
よ
り
参
加
資
格
審
査
を
受
け
る
場
合　

書
面
に
よ
り
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明

書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
令
和
五
年
十
二
月
二
十
七
日
（
水
）
午
後
五
時
ま
で
の
間
に
必
要
書
類
を
作
成
の

上
、
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

㈢�　

開
札
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
㈠
又
は
㈡
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合

は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　

㈠　

シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
入
札
す
る
場
合

　
　
　
　

入
札
期
間　

令
和
六
年
一
月
五
日
（
金
）
午
前
九
時
か
ら
令
和
六
年
一
月
十
六
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　

㈡　

書
面
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
す
る
場
合

　
　
　

イ　

日
時　

令
和
六
年
一
月
十
六
日
（
火
）
午
後
五
時

　
　
　

ロ　

場
所　

２
に
同
じ

　
　
　

ハ　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
よ
り
イ
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

た
だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

ニ　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

　

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所

　
　
　

令
和
六
年
一
月
十
七
日
（
水
）
午
前
十
時　

宮
城
県
行
政
庁
舎
二
階
第
一
入
札
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

五　

そ
の
他

　

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

　

２�　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
の
規
定
に

よ
る
。

　

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

　

４�　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

　

５�　

入
札
金
額
の
記
載
方
法　

契
約
金
額
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
り

捨
て
た
金
額
。
以
下
同
じ
。）
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
か
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
に
相
当
す

る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

　

６�　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要　

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

　

Sum
m
ary

　

1

�　

N
ature�and�Q

uantity�of�the�Item
s�to�be�Procured�:�Furniture,�utensils,�appliances,�etc.�for�

Funagata�no�Sato�(1�set)

　

2

　

D
eadline�for�D

elivery�:�M
arch�M

arch�22,�2024�(Fri.)

　

3

�　

Place�of�D
elivery�:�M

iyagi�Prefecture�Funagata�no�Sato�A
dm
inistration�Building,�H

achikura-

en

　

4

　

D
eadline�for�Bid�Subm

ission�:�January�16,�2023�(T
ue),�5

:00�p.m
.

　

5

�　

C
ontact�Inform

ation�:�A
yano�Y

am
am
oto,�Procurem

ent�Section,�G
overnm

ent�C
ontract�

D
ivision,�T

reasury�D
epartm

ent,�M
iyagi�Prefectural�Governm

ent�3-8-1�H
oncho,�A

oba-ku,�Sendai�

City,�M
iyagi�Prefecture�980-8570�Japan.�T

EL.:�022-211-3333
　

6
　

Language�and�Currency�U
sed�in�Contract�Procedures�:�Japanese�and�Japanese�yen�only

企

業

局

〇
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
十
二
号

　

企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
八
日
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�

宮
城
県
公
営
企
業
管
理
者　
　

佐　
　

藤　
　

達　
　

也　
　
　

　
　
　
企
業
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
管
理
規
程

　

企
業
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
企
業
局
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
各
総
括
課
長
補
佐
の
項
第
六
号
中
「
自
家
用
自
動
車
等
」
を
「
庁
用
自
動
車
以
外
の
自
動
車
等
」
に
改
め
、

「
承
認
」
の
下
に
「
、
運
転
命
令
及
び
報
告
の
徴
収
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六

号
と
し
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五　

一
件
十
万
円
未
満
の
局
長
が
別
に
定
め
る
物
品
の
購
入
に
係
る
事
案
の
決
定

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
管
理
規
程
は
、
令
和
五
年
十
二
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
八
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
令
和
五
年
十
一
月
十
三
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

証
票
番
号

○候　

第
三
号
の
〇
五
九

証
票
番
号

○団　

第
三
号
の
〇
七
一

〇
宮
選
管
告
示
第
百
二
十
九
号

　

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
百
十
条
の
五
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
左
記
の
証
票

は
、
令
和
五
年
十
一
月
十
五
日
以
降
無
効
と
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
二
月
八
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委
員
長　
　

皆　
　

川　
　

章
太
郎　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

記

証
票
番
号

○候　

第
三
号
の
〇
〇
八

証
票
番
号

○団　

第
三
号
の
〇
〇
八

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
１５２号

　
道
路
交
通
法
（
昭
和
35年

法
律
第
105号

）
第
99条

の
２
第
４
項
第
１
号
イ
及
び
第
99条

の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の

規
定
に
よ
り
、
技
能
検
定
員
資
格
審
査
及
び
教
習
指
導
員
資
格
審
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
令
和
５
年
12月
８
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
庭
野
　
賀
津
子
　
　

１
　
資
格
審
査
の
種
類
、
期
日
及
び
場
所

資
　
格
　
審
　
査
　
の
　
種
　
類

資
格
審
査
の
期
日

資
格
審
査
の
場
所

　
新
た
に
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は
教
習
指
導
員

の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と
す
る
者

（
大
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、

普
通
自
動
二
輪
車
を
除
く
）

令
和
６
年
１
月
16日
か
ら

令
和
６
年
２
月
29日
ま
で

仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字

高
倉
65番
地

宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン

タ
ー

　
現
に
技
能
検
定
員
、
教
習
指
導
員
で
あ
る
者
が

他
の
運
転
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の
資
格
又
は

教
習
指
導
員
の
資
格
を
追
加
し
て
取
得
し
よ
う
と

す
る
者

（
大
型
自
動
車
、
準
中
型
自
動
車
、
普
通
自
動
車
、

普
通
自
動
二
輪
車
を
除
く
）

　
新
た
に
大
型
、
中
型
自
動
車
第
二
種
免
許
及
び

普
通
自
動
車
第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
の

資
格
又
は
教
習
指
導
員
の
資
格
を
取
得
し
よ
う
と

す
る
者
で
令
和
４
年
、
令
和
５
年
度
自
動
車
安
全

運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修
了
し
た
こ
と
等

に
よ
り
資
格
審
査
の
一
部
科
目
が
免
除
と
な
る
者

　
自
動
車
安
全
運
転
セ
ン
タ
ー
中
央
研
修
所
を
修

了
し
た
こ
と
等
に
よ
り
資
格
審
査
の
全
科
目
が
免

除
と
な
る
者

２
　
資
格
審
査
申
請
手
続

　
⑴
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
５
年
12月
８
日
（
金
）
か
ら
令
和
５
年
12月
18日
（
月
）
ま
で
の
午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
５
時
15分
ま

で
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
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⑵
　
受
付
場
所

　
　
　
仙
台
市
泉
区
市
名
坂
字
高
倉
65番
地

　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
内
　
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課

　
⑶
　
資
格
審
査
申
請
用
紙
の
配
布

　
　
ア
　
配
布
期
間

　
　
　
�　
令
和
５
年
12月
８
日
（
金
）
以
降
（
土
曜
、
日
曜
及
び
祝
日
を
除
く
。）
の
午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
５
時

15分
ま
で

　
　
イ
　
配
布
場
所

　
　
　
　
宮
城
県
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
）

３
　
そ
の
他

　
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
免
許
課
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
問
い
合
わ
せ
先
の
電
話
番
号
　
022－

373－
3601


